
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

該当例規等
保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
福岡県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

　私立保育所等において、保育補助者（保育士の補助を行う者。短時間勤務で保育士資格
不要。）を雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図
り、保育人材の確保を行うことを目的とする。

成果指標：補助金交付件数
目標値　：５件/年度（令和２年度）→15件/年度（令和４年度）

【補助対象事業】
　私立保育所等において、保育補助者を雇い上げる事業
【補助対象者】
　私立保育所等

基本目標２＿子どもが健やかに育つまちづくり

政策１＿子育て支援の充実

施策②＿保育などのサービスの充実を図る

糸島市補助金設計書

補助金名称

区分

保育補助者雇上強化事業補助金

⑥国県制度事業補助

子ども課

令和４年度まで

【補助基準額】
　定員121人未満の施設1か所当たり：年額2,215,000円
　定員121人以上の施設1か所当たり：年額4,430,000円
【負担割合】
　国3/4、県1/8、市1/8

【補助対象経費】
　事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料
等


